
介
護
保
険
制
度
の
仕
組
み
と
要
介
護
認
定

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
な
ど
）

被
保
険
者

65
歳
以
上
･･
･第

1号
被
保
険
者

40
～

64
歳
･･
･第

2号
被
保
険
者

サ
ー
ビ
ス
利
用

自
己
負
担
分
の
支
払
い

（
１
割
、
２
割
）

公
費

50
%

保
険

料
50

％

保
険
負
担
分
の
支
払
い

（
９
割
、
８
割
）

要
介
護
認
定

○
介

護
保

険
制

度
で

は
、

保
険

給
付

を
受

け
る

に
は

要
支

援
・

要
介

護
認

定
を

受
け

る
必

要
が

あ
る

。

○
認

定
は

「
認

定
調

査
」

と
「

主
治

医
意

見
書

」
に

よ
る

情
報

を
も

と
に

行
わ

れ
る

。

一
次
判
定

（
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
判

定
）

※
認

定
調

査
の

基
本

調
査

項
目

※
主

治
医

意
見

書
の

一
部

の
項

目

認
定
調
査
（
認
定
調
査
員
）

○
調

査
員

が
訪

問
し

、
調

査
項

目
に

基
づ

き
身

体
の

動
作

状
況

の

確
認

や
本

人
・

家
族

等
か

ら
の

聞
き

取
り

を
実

施
。

【
基

本
調

査
項

目
（

７
４

項
目

）
】

第
１

群
身

体
機

能
・

起
居

動
作

第
４

群
精

神
・

行
動

障
害

第
２

群
生

活
機

能
第

５
群

社
会

生
活

へ
の

適
応

第
３

群
認

知
機

能
そ

の
他

特
別

な
医

療

○
こ

の
ほ

か
基

本
調

査
項

目
を

補
足

す
る

特
記

事
項

を
記

載
。

認
定
審
査
会

（
医

師
・

介
護

支
援

専
門

員
等

に
よ

る
合

議
体

）

二
次
判
定

2

保
険
者

（
市
町
村
）

主
治
医
意
見
書
（
か
か
り
つ
け
医
）

心
身

の
状

況
や

生
活

機
能

に
つ

い
て

の
意

見
書

を
作

成
。

基 本 調 査

特 記 事 項
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認
定
調
査
の
調
査
員

○
認

定
調

査
は

市
町

村
職

員
が

行
う

。
【

法
第

２
７

条
第

２
項

ほ
か

】

○
要

介
護

認
定

の
更

新
申

請
・

要
介

護
度

の
変

更
申

請
に

係
る

認
定

調
査

は
委

託
が

可
能

。
【

法
第

２
８

条
第

５
項

ほ
か

】

こ
の

場
合

の
認

定
調

査
は

、
次

の
事

業
所

・
施

設
に

委
託

し
て

所
属

す
る

介
護

支
援

専
門

員
が

実
施

す
る

か
、

こ
れ

ら
の

事
業

所
等

に
所

属
し

な
い

個
人

の
介

護
支

援
専

門
員

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

・
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

・
指

定
介

護
老

人
福

祉
施

設

・
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
・

介
護

老
人

保
健

施
設

・
指

定
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

・
介

護
医

療
院

○
指

定
市

町
村

事
務

受
託

法
人

に
は

、
新

規
・

更
新

・
変

更
の

調
査

を
委

託
が

可
能

。
【

法
第

２
４

条
の

２
第

１
項

第
２

号
】

こ
の

場
合

の
認

定
調

査
は

、
事

務
受

託
法

人
に

所
属

す
る

介
護

支
援

専
門

員
が

実
施

す
る

。

調
査

の
実

施
者

新
規

申
請

更
新

申
請

変
更

申
請

調
査

員
の

資
格

市
町

村
○

○
○

（
特

段
の

規
定

な
し

）

委
託

の
受

託
者

×
○

○
介

護
支

援
専

門
員

【
法

第
２

８
条

第
６

項
ほ

か
】

指
定

市
町

村
事

務
受

託
法

人
○

○
○

介
護

支
援

専
門

員

【
法

第
２

４
条

の
２

第
２

項
】

3
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介
護
支
援
専
門
員
の
業
務

サ
ー

ビ
ス

名
当

該
サ

ー
ビ

ス
に

お
け

る
介

護
支

援
専

門
員

の
役

割

○
居

宅
介

護
支

援

○
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

○
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

利
用

者
の

心
身

の
状

況
等

を
も

と
に

目
標

を
定

め
、

利
用

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
検

討
と

ケ
ア

プ
ラ

ン
を

作
成

す
る

と
と

も
に

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
と

の
連

絡
調

整
を

行
う

。

○
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

○
介

護
老

人
福

祉
施

設

○
介

護
老

人
保

健
施

設

○
介

護
療

養
型

医
療

施
設

な
ど

入
居

者
の

心
身

の
状

況
等

を
も

と
に

目
標

を
定

め
、

施
設

内
に

お
い

て
提

供
す

る

サ
ー

ビ
ス

内
容

を
定

め
る

。

介
護

支
援

専
門

員
は

、
要

介
護

者
等

が
心

身
の

状
況

等
に

応
じ

た
適

切
な

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
で

き
る

よ
う

、
サ

ー
ビ

ス

の
利

用
計

画
（

ケ
ア

プ
ラ

ン
）

の
作

成
や

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

と
の

連
絡

調
整

を
行

う
者

で
あ

っ
て

、
要

介
護

者
等

が

自
立

し
た

日
常

生
活

を
営

む
の

に
必

要
な

援
助

に
関

す
る

専
門

的
知

識
お

よ
び

技
術

を
有

す
る

も
の

。

＜
介

護
支

援
専

門
員

が
指

定
等

基
準

に
お

い
て

必
要

と
さ

れ
る

介
護

サ
ー

ビ
ス

と
役

割
＞

→
介
護
支
援
専
門
員
の
資
格
取
得
者
は
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
（
役
割
）
に
従
事
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
事
務
受
託
法
人
に
よ
る
「
認
定
調
査
の
た
め
の
介
護
支
援
専
門

員
」
の
人
材
募
集
は
申
し
込
み
の
可
能
性
が
低
い
。

※
事
務
受
託
法
人
は
原
則
と
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
運
営
が
で
き
な
い
た
め
、
認
定
調
査
の
た
め
だ
け
に
介
護
支
援
専
門
員
を

確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
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